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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、1957年の会社設立時に制定された社是、経営理念及び経営基本方針を創業の精神とし、今後のグローバル展開に備え、当社の果た
すべき使命と目指す姿を「亀田製菓グループ “ミッション・ビジョン”」として、グループの共有すべき新たな基軸として明示しております。

　

（社是）

製菓展道立己（せいかてんどうりっき）

（経営理念）

１．会社にまつわるすべての者の要望に応える

１．会社の永劫の存続をはかる

（経営基本方針）

１．民主経営で行く

１．会社を私物化しない

１．計画経営に徹する

（亀田製菓グループ “ミッション・ビジョン”）

● グローバル・フード・カンパニーとしての果たすべき使命：ミッション

　　私たちは、自然の恵みを活かし、「健康」「おいしさ」「感動」を創造します

　　私たちは、世界の人々の生活に喜びと潤いをお届けし、より豊かな社会に貢献します

● グローバル・フード・カンパニーの具体像：ビジョン

　　米菓で培った伝統の技を革新し、各地の食文化と調和することを通じて、世界の人々に愛されるブランドを目指します

　 これらの考え方に基づき、当社は創業以来一貫して企業経営のあるべき姿を志向し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにより、

株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を築き、社会の要請に応えることで、事業の発展と企業価値の向上を
目指します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【基本原則 １】

　当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応に努めるとともに、「株主総会招集通知」の早期発送、集中日を避けた定時株主総会
の開催、情報の開示を適宜行い、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備に努めております。

　また、当社は、株主の実質的な平等性を確保するよう努め、少数株主権行使マニュアルの作成、外国人株主への対応の検討等を進めておりま
す。

【原則 １－２】

　当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、「株主総会招集通知」の早期開示と発送、集中日を避けた定時株主総会の
開催、「株主総会招集通知」の記載内容の工夫等により、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行っており
ます。

　現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後同比率が20％以上となった時点で、議決権電子行使プラット
フォームの利用や、招集通知等の英訳の実施を検討します。

【補充原則 １－２－４】

　本報告書の【原則 １－２】に記載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則 ３－１－２】

　当社は、「会社案内」「決算短信」「決算説明会資料」等にて、英語での情報提供を行っておりますが、今後、海外投資家比率の状況を勘案しつ
つ、必要に応じて英語での情報提供をさらに充実させてまいります。

【原則 ４－２】

　当社は執行役員制度を導入し、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図る体制としております。

　また、業務執行に係る重要な意思決定は、取締役（社外取締役を除く）及び常務執行役員等で構成される経営会議による審議を経て取締役会
に付議します。承認された提案は、「職務権限規程」に基づき適切に配賦された権限によって、執行役員の責任で進めております。　

　社外取締役を除く取締役の報酬については、基本報酬と各期の業績に基づき決定される賞与により構成しております。基本報酬については、業
界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職位に基づき設定してお
ります。また、賞与については、当期の連結営業利益及び連結自己資本当期純利益率（ROE）などを参考に、その総額を毎年株主総会に上程す
る仕組みとしております。



　執行役員の報酬については、業界あるいは同規模の他企業の水準並びに業績・能力の評価を反映して決定しております。また、賞与について
は、各執行役員の当期の業績目標に対する貢献度に基づき決定しております。

　なお、社外取締役、監査役（社内及び社外）の報酬は、それぞれ定額とし、賞与の支給はありません。

　

　中長期的な業績連動報酬や自社株報酬については、現在、実施しておりません。業務執行取締役は現在、取締役10名のうち４名ですが、業績
に基づいた賞与を株主総会に上程し支払う現行の制度で適切であると考えております。

　なお、これら報酬制度の在り方については、今後の環境変化も踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

　

　また、執行役員においては、使用人（従業員）であることに鑑み自社株報酬等のインセンティブに関する導入に関しては、必要に応じて検討して
いく予定であります。

【補充原則 ４－２－１】

　 本報告書の【原則 ４－２】に記載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則 ４－４－１】

　当社は、食品製造業であることに鑑み、会計知識だけでなく、原則として、食品製造に関する知識・経験をもっている者を監査役に選任すること
で、監査役の高度な情報収集能力を確保しており、社外監査役として、当社とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富
な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。

　また、当社は取締役10名中６名を社外取締役としており、独立・客観的な立場での意見・助言がなされています。しかしながら、社外取締役と監
査役・監査役会はその求められる役割が異なり、それぞれ独立した立場での活躍が期待されるところでありますが、連携を強調するあまり、ある種
の共通認識が形成され反対意見を述べづらくなるなど、それぞれの独立性を弱める可能性もあります。

　当社においては、監査役会活動状況を取締役会に報告することで情報共有を図るほか、会社から社外取締役・社外監査役に対し、その必要と
思われる情報について、重要会議の内容等を同程度に提供しており、情報量について個々にばらつきが出ないように配慮することで、十分な連携
が確保されていると考えております。

【補充原則 ４－８－１】

　当社は、次の理由から「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置しないことといたします。

　・「独立社外者のみを構成員とする会合」は、取締役のうち社外取締役の人数が少なく、当該意見が反映されづらい環境を是正するために有効
と考えますが、当社は社外取締役を６名選任しており、発言しやすい環境にあると考えます。

　・社外取締役はそれぞれ卓越した知見をもっており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」
を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識に対する反対意見を述べづらくなるなど、その独立性を弱める可能性があります。

　・社外取締役に対し、当社の重要会議の議事録・報告等を同じ分量・内容で提供し、個々によってばらつきが出ないように配慮することで、認識
の共有は十分に図られると考えております。

【補充原則 ４－８－２】

　当社は、次の理由から「筆頭独立社外取締役」を定めないことといたします。

　・「筆頭独立社外取締役」を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者へ依存する意識を醸成する可能性があります。

　・社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個々にその持ち味を発揮することが求められていることから、必ずしも社外取締役間で意見
が統一される必要はないと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則 １－４】

１．政策保有に関する方針

　当社は、良好な取引関係の維持発展、安定的かつ継続的な金融取引関係の維持、従業員退職金支給の安定化など政策的な目的により株式を
保有することとしております。

２．政策保有株式に係る議決権行使の基準

　当社は、適切な議決権行使が投資先企業のガバナンス体制強化を促し、企業の中長期的な価値向上と持続的成長につながるものと考え、原則
としてすべての政策保有株式について議決権を行使いたします。また、議決権の行使に当たっては、投資先企業の状況や当該企業との取引関係
等を踏まえた上で、議案に対する賛否を判断いたします。

【原則 １－７】

　当社が、関連当事者取引を行う場合には、取締役会にてその内容及び性質に応じた適切な手続を実施し、有価証券報告書等に開示しておりま
す。また、「亀田製菓グループ会社管理規程」により、グループ間取引においては相互に不利益が生じないよう定めており、その旨遵守しておりま
す。加えて、グループ会社役員に関しては、１年に１回、関連当事者取引に関する調査を実施し、監視を行っております。

【原則 ３－１】

１．経営理念等や経営戦略、経営計画

（１） 経営理念等

　経営理念、経営基本方針及び亀田製菓グループ“ミッション・ビジョン”については、「１．１．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照くだ
さい。

（２） 経営戦略、経営計画

　当グループは、これまで「グローバル・フード・カンパニー」の実現に取り組んでまいりましたが、新中期経営計画では、食品業界を取り巻く環境変
化を踏まえ、“美味しく　からだに良いものを選び、食べ、楽しむ、健やかなライフスタイルへの貢献”を示す“Better For You”の観点からお客様価

値を提供し、その趣旨を追求してまいります。

　2023年までの中期経営計画期間においては、海外事業及び国内食品事業を中心とした「事業領域の拡大」と、国内米菓事業のブランド集約、
ポートフォリオ強化及び製造原価改善を中心とした「コスト・収益構造の転換」、そしてそれらの取り組みを支える「経営基盤の強化」の３つを戦略
の柱としおります。

　当グループの目標とする経営指標は、2018年度においては、売上高1,020億円、売上高営業利益率6.4％、EBITDA114億円、ROE10.1％とし、
2023年度においては、売上高1,300億円、売上高営業利益率10.0％、EBITDA192億円、ROE12.0％を目標としております。

　なお、中期経営計画の詳細については、当社ホームページにて開示しております。（https://www.kamedaseika.co.jp/）

２．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　 　「１．１．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。



３．取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　社外取締役を除く取締役の報酬については、基本報酬と各期の業績に基づき決定される賞与により構成しております。

　基本報酬については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役
の職位に基づき設定しております。また、賞与については、当期の連結営業利益及び連結自己資本当期純利益率（ROE）などを参考に、その総額
を毎年株主総会に上程する仕組みとしております。

　執行役員の報酬については、業界あるいは同規模の他企業の水準並びに業績・能力の評価を反映して決定しております。また、賞与について
は、各執行役員の当期の業績目標に対する貢献度に基づき決定しております。

　なお、社外取締役の報酬については、定額とし、賞与の支給はありません。

４．取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

（１） 執行役員（経営陣幹部）選任の方針と手続

　当社執行役員（経営陣幹部）は、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、責任を持って行う者と定義しており、その
選任については、以下の基準に従って代表取締役会長CEOが候補者を提案し、取締役会で決議しております。

（執行役員の選任基準）

　・次の世代を担うことができる年齢で、心身ともに健康でバイタリティがあること

　・組織のモチベーションを高めるリーダーシップを有し、責任を持って最後まで業務を遂行できること

　・中長期的な経営戦略を具体化し、大胆にチャレンジして企業目的に貢献できること

　・得意とする専門分野における豊富な能力・知識・経験・実績を有すること

　・次世代の幹部候補育成に貢献できること

　・執行役員の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと

　

（２） 取締役・監査役候補者の指名方針と手続

　（ａ） 取締役候補者の指名方針と手続

　 当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう上限を12名とし、３分の１以上を独立性の高い社外取締役で構成することとして

おります。

　 取締役候補者の指名については、以下の基準に従って代表取締役会長CEOが提案し、株主総会議案として提出しております。

（取締役候補者の指名基準）

　・心身ともに健康でバイタリティがあり、人望・人脈・品格・倫理観を有していること

　・高度かつ広範な経営知識と客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること　

　・取締役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと

　・社内取締役においては、得意とする専門分野における能力・知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握し活動ができるバランス感覚と
決断力を有すること

　・社外取締役においては、出身の各分野における豊富な経験と高い見識を有していること、当社取締役として職務を遂行するための十分な時間
が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有していること

　・その他、上場会社として経営の健全性と透明性の向上を図るコーポレート・ガバナンス構築の観点から、取締役に求められる資質を有している
こと

　なお、社外取締役の独立性確保のための基準は、【原則 ４－９】に記載しておりますので、ご参照ください。

　（ｂ） 監査役候補者の指名方針と手続

　当社の監査役会は、監査役の機能強化を図るため上限を５名とし、会社法第335条第３項の定めに基づきその半数以上を社外監査役で構成す
ることとしております。

　監査役候補者の指名については、以下の基準に従って代表取締役会長CEOが提案し、監査役会で協議し同意を得た上で、株主総会議案として
提出しております。

（監査役候補者の指名基準）

　・心身ともに健康でバイタリティがあり、人望・人脈・品格・倫理観を有していること

　・常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動できること

　・監査品質の向上のため常に自己研鑽に努めることができること

　・経営的知識と客観的判断能力を有し、経営全般の見地から経営課題を認識することができること

　・監査役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと

　・常勤監査役に関しては、監査役会の役割・責務を十分に果たす上で、必要な情報収集能力を有していること

　・財務及び会計に関する相当程度の知見、又は、得意とする専門分野における能力・知識・経験を有していること

　・社外監査役においては、出身の各分野における豊富な経験と高い見識を有していること、当社監査役として職務を遂行するための十分な時間
が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有していること

　・その他、上場会社として経営の健全性と透明性の向上を図るコーポレート・ガバナンス構築の観点から、監査役に求められる資質を有している
こと

　なお、社外監査役の独立性確保のための基準は、【原則 ４－９】に記載しておりますので、ご参照ください。

５．取締役会は、上記４．を踏まえて、経営陣幹部及び取締役・監査役候補者の個々の内容を検討した上で、選任・指名を決議しております。

　また、個々の選任・指名の理由については都度開示することとしております。

【補充原則 ４－１－１】

　当社は、「取締役会規則」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めております。また、それに基づき「職務権限規程」を定め、経
営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則 ４－８】

　グローバル化等のリスクの高まりに対し健全に牽制する経営体制の構築・社外取締役による高度なモニタリングモデルの実現を図るため、当社
は自主判断により、取締役会について３分の１以上を独立性の高い社外取締役で構成することとしております。

　社内取締役においては、業務全般を把握し活動できるバランス感覚と実績、決断力を有し、多様な専門性を持ったメンバーで構成されることが必
要であると考えております。

　また、社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持った独立性のある多種多様な業界の経営者又は
経営経験者等で構成されることが必要であると考えております。



【原則 ４－９】

　当社は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が
定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。

（社外役員の独立性に関する基準）

　社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなしま
す。

１．当社又はその連結子会社の出身者

２．当社又はその連結子会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　※当社又はその連結子会社を主要な取引先とする者とは

（１） 直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合

（２） 当社又はその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合

３．当社又はその連結子会社の主要な取引先又はその業務執行者

　　※当社又はその連結子会社の主要な取引先とは

（１） 直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合

（２） 当社又はその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合

（３） メインバンク又はその業務執行者

４．当社又はその連結子会社が議決権ベースで10％以上の株式を直接又は間接的に保有する企業等の業務執行者

５．当社の主要株主（議決権ベースで10％以上の株式を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者

６．当社又はその連結子会社から多額の寄付を受けている者又はその業務執行者

　　※多額の寄付とは

　　　 直前事業年度において年間1,000万円又は当該組織の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える場合

７．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者

８．当社又はその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）

９．過去５年間において、上記２．から８．までのいずれかに該当していた者

10．上記１．から９．までのいずれかに該当する者の二親等内の親族又は同居の親族

11．その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注）上記２．から７．までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、８．に所属する者においては「重要な業務執行者」及びその団体が監
査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。

【補充原則 ４－11－１】

　当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように３分の１以上を独立性の高い社外取締役で構成することとしております。社内
取締役においては、業務全般を把握し活動できるバランス感覚と実績、決断力を有し、多様な専門性をもったメンバーで構成されることが必要であ
ると考えております。

　また、社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持った独立性のある多種多様な業界の経営者又は
経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化
等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。

　さらに菓子メーカーとして、女性の価値観・発想は重要であり、取締役会構成メンバーに女性が入ることも必要であると考えております。

【補充原則 ４－11－２】

　他社の役員の兼任については、当社の取締役・監査役業務に時間・労力を振り向けることができる合理的な上場企業役員兼務の範囲につき原
則として当社を含め４社にとどめることとし、これを超える場合には、そのリスクについて取締役会で検討し、問題がない場合は兼務を了承する旨
の決議を行うこととしております。

【補充原則 ４－11－３】

　当社は、年に１回程度、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その概要を開示することとしております。

　2018年３月に全取締役・監査役に対して行った「取締役会の実効性に係るアンケート」の結果及び取締役会での討議も踏まえて分析・評価を行
いました。

　その結果、１．当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、適正規模を維持しなが
ら多様性も確保しつつ議事運営されていること、２．質の高い活発な議論のもと意思決定がなされていることから、現時点では取締役会全体として
の実効性が概ね確保されているものと評価いたしました。

　今後も、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

【補充原則 ４－14－２】

　当社は、社外取締役・社外監査役を当社に迎えるに際し、工場見学をはじめ、当社が属する業界、当社の歴史、事業概要・財務情報・戦略、組
織等について必要な知識の習得のための研修を行っております。さらに、取締役・執行役員においては、より高いリーダーシップと経営戦略を培う
能力を開発するため、外部機関等を活用し、経営スキルを習得する研修を実施しております。また、監査役においても、各種研修会や他業種との
意見交換会に積極的に参加し、業務及び会計に関する監査スキルの向上に努めております。

【原則 ５－１】

１．基本的な考え方

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、株主・投資家の皆様のご理解とご支援が不可欠であると認識しており
ます。

株主・投資家の皆様に正確な情報を公平にご提供しつつ、建設的な対話を行い、長期的な信頼関係を構築していきたいと考えております。

２．IR体制

　株主・投資家の皆様との対話につきましては、代表取締役をトップとして、経営企画部が担当いたします。IR担当者は、対話を充実させるため、
各テーマの担当部署に情報提供を求め、各担当部署は、IR担当者に協力します。

３．対話の方法

　報道機関、アナリスト、機関投資家の皆様に対しては、年２回の決算説明会及び四半期毎の面談を実施しております。

さらに、個人投資家の皆様に対しては、説明会を適宜実施しております。また、ホームページに業績事業内容、経営方針などを掲載しております。

４．社内へのフィードバック

　株主・投資家の皆様との対話内容は、必要に応じ、経営企画部長を通じて取締役会、経営陣等にフィードバックいたします。

５．インサイダー情報及び沈黙期間

　株主・投資家の皆様との対話において、インサイダー情報（未公表の重要事実）を伝達することはいたしません。



　なお、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、四半期毎の決算日の２週間前から決算発表日までを沈黙期間としております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社エイケイ 2,102,000 9.41

ＫＡＭＥＤＡ共栄会 1,920,400 8.60

株式会社第四銀行 1,039,000 4.65

株式会社みずほ銀行 762,300 3.41

亀田製菓従業員持株会 520,700 2.33

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ　ＨＣＲ００ 422,300 1.89

株式会社原信 414,140 1.85

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 414,000 1.85

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 393,500 1.76

キッコーマン株式会社 347,500 1.55

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 食料品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

坂本　正元 他の会社の出身者

関　　誠夫 他の会社の出身者 △ △

堤　　　殷 他の会社の出身者 ○

前田　　仁 他の会社の出身者

マッケンジー ドナルド クラグストン その他

三宅峰三郎 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



坂本　正元 ○ ―――

＜当該社外取締役を選任している理由＞

坂本正元氏は、富士ゼロックス株式会社の代
表取締役社長を務められ、企業経営者として
の豊富な経験と高い見識を有しております。当
社取締役会では現場を重視した考え方から発
言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行ってい
ただくために、社外取締役に就任いただいてお
ります。

＜独立役員に指定した理由＞

坂本正元氏は、2006年６月に当社社外取締役
に就任して以来、長年にわたる企業経営者とし
ての豊富な経験に基づき意見を述べるなど、当
社経営陣から独立した立場で、取締役会にお
ける意思決定の客観性を高め、経営の健全性
及び透明性の向上に努めております。また、同
氏は当社が定める社外役員の独立性に関する
基準及び株式会社東京証券取引所の定める
独立役員の要件を全て満たしており、一般株主
との間で利益相反が生じるおそれがないと判
断し、独立役員に指定しております。

関　　誠夫 ○

関誠夫氏は、過去に千代田化工建設株式
会社の業務執行に携わっておりましたが、
2009年４月の同社相談役就任以降は、同
社の社内業務執行には直接携わっており
ません。

＜当該社外取締役を選任している理由>

関誠夫氏は、千代田化工建設株式会社の代表
取締役社長、取締役会長を歴任しており、企業
経営者としての豊富な経験と高い見識を有して
おります。当社取締役会では企業経営全般の
品質向上の観点から発言を行うなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言を行っていただくために、社外
取締役に就任いただいております。

＜独立役員に指定した理由＞

関誠夫氏は、2014年６月に当社社外取締役に
就任して以来、長年にわたる企業経営者として
の豊富な経験に基づき意見を述べるなど、当
社経営陣から独立した立場で、取締役会にお
ける意思決定の客観性を高め、経営の健全性
及び透明性の向上に努めております。また、同
氏は当社が定める社外役員の独立性に関する
基準及び株式会社東京証券取引所の定める
独立役員の要件を全て満たしており、一般株主
との間で利益相反が生じるおそれがないと判
断し、独立役員に指定しております。

堤　　　殷 ○

堤殷氏は、東洋水産株式会社の代表取
締役会長であります。同社と当社の間に
は2017年度に製品原材料の仕入れ等の
取引がありましたが、その取引額の割合
は同社及び当社の連結売上高の0.1％未
満であります。

＜当該社外取締役を選任している理由＞

堤殷氏は、現在東洋水産株式会社の代表取締
役会長であり、企業経営者としての豊富な経験
と高い見識を有しております。当社取締役会で
は同じ食品企業の現経営者として、特に国内
外の食品市場に関する豊富な経験と高い見識
に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っていた
だくために、社外取締役に就任いただいており
ます。

＜独立役員に指定した理由＞

堤殷氏は、2014年６月に当社社外取締役に就
任して以来、長年にわたる企業経営者としての
豊富な経験に基づき意見を述べるなど、当社
経営陣から独立した立場で、取締役会におけ
る意思決定の客観性を高め、経営の健全性及
び透明性の向上に努めております。また、同氏
は当社が定める社外役員の独立性に関する基
準及び株式会社東京証券取引所の定める独
立役員の要件を全て満たしており、一般株主と
の間で利益相反が生じるおそれがないと判断
し、独立役員に指定しております。



前田　　仁 ○ ―――

＜当該社外取締役を選任している理由＞

前田仁氏は、メルシャン株式会社代表取締役
専務執行役員、キリンビバレッジ株式会社代表
取締役社長を歴任しており、企業経営者として
の豊富な経験と高い見識を有しております。当
社取締役会では同じ食品企業の経営者とし
て、特にマーケティングに関する豊富な経験か
ら発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を
行っていただくために、社外取締役に就任いた
だいております。

＜独立役員に指定した理由＞

前田仁氏は、2014年６月に当社社外取締役に
就任して以来、長年にわたる企業経営者として
の豊富な経験に基づき意見を述べるなど、当
社経営陣から独立した立場で、取締役会にお
ける意思決定の客観性を高め、経営の健全性
及び透明性の向上に努めております。また、同
氏は当社が定める社外役員の独立性に関する
基準及び株式会社東京証券取引所の定める
独立役員の要件を全て満たしており、一般株主
との間で利益相反が生じるおそれがないと判
断し、独立役員に指定しております。

マッケンジー ドナルド クラグストン ○ ―――

＜当該社外取締役を選任している理由＞

マッケンジー ドナルド クラグストン氏は、長年

にわたりカナダ外務省に勤務した外交官であり
ました。過去に直接企業の経営に関与されたこ
とはありませんが、ビジネスや行政、国際渉外
に精通し、駐日カナダ大使の経験を含む幅広
い実績と見識を有しております。当社取締役会
ではカナダ政府外交官としての豊富な経験・知
識ならびに高い見識と監督能力に基づき、特に
海外事業に関してグローバルな視点から、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っていただくために、社
外取締役に就任いただいております。

＜独立役員に指定した理由＞

マッケンジー ドナルド クラグストン氏は、2016

年６月に当社社外取締役に就任して以来、長
年にわたるカナダ外務省の外交官として駐日カ
ナダ大使を含む幅広い実績と見識に基づき、
グローバルな視点から意見を述べるなど、当社
経営陣から独立した立場で、取締役会におけ
る意思決定の客観性を高め、経営の健全性及
び透明性の向上に努めております。また、同氏
は当社が定める社外役員の独立性に関する基
準及び株式会社東京証券取引所の定める独
立役員の要件を全て満たしており、一般株主と
の間で利益相反が生じるおそれがないと判断
し、独立役員に指定しております。



三宅峰三郎 ○

三宅峰三郎氏は、キユーピー株式会社の
業務執行に携わっておりましたが、2017年
２月の同社相談役就任以降は、同社の社
内業務執行には直接携わっておりませ
ん。

＜当該社外取締役を選任している理由＞

三宅峰三郎氏は、キユーピー株式会社で代表
取締役社長を務められ、企業経営者としての
豊富な経験と高い見識を有しております。特に
食品企業の経営者としての経歴を通じて培わ
れた知識及び経験を当社経営に活かしていた
だくとともに、独立した立場から取締役会の機
能強化に貢献していただくために、社外取締役
に就任いただいております。

＜独立役員に指定した理由＞

三宅峰三郎氏は、長年にわたる企業経営者と
しての豊富な経験と高い見識を有しておりま
す。当社は、取締役会が専門知識や経験等が
異なる多様な取締役で構成されることが必要で
あると考えており、同氏の食品企業の経営者と
しての視点が当社取締役会に反映されるととも
に、独立した立場から取締役会の機能強化に
貢献していただけると期待しております。また、
同氏は当社が定める社外役員の独立性に関
する基準及び株式会社東京証券取引所の定
める独立役員の要件を全て満たしており、一般
株主との間で利益相反が生じるおそれがない
と判断し、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　内部監査部門は、代表取締役社長COO承認の内部監査計画に基づき、各業務執行部門の監査を定期的に実施し、その結果を代表取締役社
長COO及び監査役に報告しております。内部監査部門は、業務監査、会計監査、内部統制監査を中心に実施しており、監査役は内部監査の実施
状況及び問題点の改善状況を聴取し、モニタリング機能の有効性を確認しております。

　また、監査役は、会計監査人の監査計画と連携した年間監査計画を立案し、会計監査の実施報告を受けるほか、監査役は必要に応じて会計監
査人の監査に立ち会っており、会計監査人との意見・情報交換を随時行うなど、緊密に連携しております。

　加えて、監査役、会計監査人及び内部監査部門は、定期的に情報・意見を交換する場を設ける他、合同での往査を行う等により、実効的な三様
監査を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

矢澤　健一 他の会社の出身者 △

湯原　隆男 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役



e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

矢澤　健一 ○

矢澤健一氏は、当社の主要取引先である
株式会社第四銀行の業務執行に携わっ
ておりましたが、2012年６月に同行を退職
しており、同行の影響を受ける立場にはあ
りません。

＜当該社外監査役を選任している理由＞

矢澤健一氏は、長年にわたる金融機関経営者
としての専門的な見識と豊富な経験を有してお
ります。当社取締役会ではその専門的な見識
と豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための有効な発
言を行っております。加えて、当社の監査体制
の強化するための助言・提言を行っていただく
ために、社外監査役に就任いただいておりま
す。

＜独立役員に指定した理由＞

矢澤健一氏は、2013年６月に当社社外監査役
に就任して以来、長年にわたる金融機関経営
者としての豊富な経験に基づき意見を述べるな
ど、当社経営陣から独立した立場で、取締役会
における意思決定の客観性を高めるとともに、
社外監査役として財務・会計に関する知見を職
務遂行に活かしていただいております。また、
同氏は当社が定める社外役員の独立性に関
する基準及び株式会社東京証券取引所の定
める独立役員の要件を全て満たしており、一般
株主との間で利益相反が生じるおそれがない
と判断し、独立役員に指定しております。

湯原　隆男 ○ ―――

＜当該社外監査役を選任している理由＞

湯原隆男氏は、上場企業のCFO（最高財務責
任者）として培ってきた豊富な経験と高い見識
を有しております。当社取締役会ではその豊富
な経験と高い見識に基づき、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための発言
を行っております。加えて、当社の監査体制の
強化するための助言・提言を行っていただくた
めに、社外監査役に就任いただいております。

＜独立役員に指定した理由＞

湯原隆男氏は、2014年６月に当社社外監査役
に就任して以来、長年にわたる企業経営者とし
ての豊富な経験に基づき意見を述べるなど、当
社経営陣から独立した立場で、取締役会にお
ける意思決定の客観性を高めるとともに、社外
監査役として財務・会計に関する知見を職務遂
行に活かしていただいております。また、同氏
は当社が定める社外役員の独立性に関する基
準及び株式会社東京証券取引所の定める独
立役員の要件を全て満たしており、一般株主と
の間で利益相反が生じるおそれがないと判断
し、独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 8 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

　 なお、当社取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を定めております。

　当該基準については、「１．１.基本的な考え方」 【原則 ４－９】に記載しておりますので、ご参照ください。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　社外取締役を除く取締役の報酬については、基本報酬と各期の業績に基づき決定される賞与により構成しております。基本報酬については、業
界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職位に基づき設定してお
ります。また、賞与については、当期の連結営業利益及び連結自己資本当期純利益率（ROE）などを参考に、その総額を毎年株主総会に上程す
る仕組みとしております。

　社外取締役、監査役（社内及び社外）の報酬は、それぞれ定額とし、賞与の支給はありません。

　また、特段のインセンティブ付与については、現状実施しておりません。業務執行取締役は、現在、取締役10名のうち４名であり、業績に基づい
た賞与を株主総会に上程し支払うことで、現状においては現行の制度で適切であると考えております。

　なお、これら報酬制度の在り方については、今後の環境変化も踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2017年度の取締役報酬総額は以下のとおりです。

　　　取締役８名　202百万円（うち社外取締役 59百万円）

※2017年度末現在の取締役は８名（うち社外取締役５名）であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　社外取締役を除く取締役の報酬については、基本報酬と各期の業績に基づき決定される賞与により構成しております。基本報酬については、業
界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職位に基づき設定してお
ります。また、賞与については、当期の連結営業利益及び連結自己資本当期純利益率（ROE）などを参考に、その総額を毎年株主総会に上程す
る仕組みとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　 当社は経営企画本部に取締役会事務局を設置し、社外取締役及び社外監査役に対し、その必要と思われる情報について、重要会議の内容等

を同程度に提供しております。また、監査役補助担当者１名を設置しており、監査役会資料の作成補助や、求めに応じて各種調査や資料の監査
補助を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名



その他の事項

　当社には、相談役・顧問制度はありますが、現在該当者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要】

　当社は、グローバル化等に伴うリスクの高まりに対し健全に牽制する経営体制の構築・社外取締役による高度なモニタリングモデルの実現を図
るため、自主判断により、取締役会について３分の１以上を独立性の高い社外取締役で構成するとともに、経営監督と執行機能の役割分担を明
確にし、業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。さらに、監査役会設置会社として、監査役の機能を有効に活用しな
がら経営に対する監査・監視機能の強化を図っております。

　また、社外の有識者によるアドバイザリー・ボードを定期的に開催し、事業戦略やグループ経営全般に対して、代表取締役は評価・助言を受けて
おります。

（取締役会）

　当社の取締役会は、経営の根幹をなす経営方針・経営計画を策定するとともに、業務執行の管理・監督と重要案件の審議・決定、並びにグルー
プ会社の重要案件の監督を通じて、コーポレート・ガバナンスの確立を図っております。

（監査役会）

　当社は監査役及び監査役会を設置しております。監査役会は年間監査計画に基づき開催し、監査方針の決定、監査内容のレビュー、会計監査
人の報告に基づく審査等を行っております。監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、各部門や子会社の監査を実施して
おります。なお、当社は監査役の職務を補助する使用人を置くこととし、監査役監査の機能強化を図っております。

（監査部）

　当社の監査部は内部監査を担当しており、当社におけるコンプライアンスの確保及び内部統制の状況におけるモニタリングを行い、代表取締役
社長COO及び監査役に報告するとともに改善指導を行っております。

（会計監査人）

　当社の会計監査人は、有限責任監査法人トーマツであります。会計監査人は当社の会計監査を行うとともに、グループ各社の会計監査を定期
的に実施しております。

（経営会議）

　原則として週１回開催し、取締役（社外取締役を除く）及び常務執行役員等で、業務執行に係る重要事項の決定や、取締役会への付議事項の審
議を行っております。

（経営情報共有会議）

　原則として週１回開催し、重要な情報を取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部門長で共有し、課題の抽出・確認を行っております。

（グループ経営会議）

　原則として四半期に１回開催し、社外役員を除く取締役及び監査役などとグループ各社の社長とで構成し、グループ各社の業務執行状況の報
告を受ける他、内部統制の強化等グループ共通の課題について討議を行っております。

（アドバイザリー・ボード）

　当社は、社外の有識者５名によるアドバイザリー・ボードを定期的に開催し、当グループにおける事業戦略や経営全般に対して、代表取締役は、
評価・助言を受けております。

（品質保証委員会・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会）

　各委員会はそれぞれ原則として四半期に１回以上開催することとし、グループ全体における品質保証、リスク管理、コンプライアンスの確保を目
的として、グループにおける諸課題の解決にあたっております。

　なお、当グループは、法令違反・不正行為等の未然防止と早期発見、発生後の適切な対応を図るため、外部の法律事務所を相談・通報窓口とし
た内部通報制度「もしもしほっと」を設けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、グローバル化等に伴うリスクの高まりに対し健全に牽制する経営体制の構築・社外取締役による高度なモニタリングモデルの実現を図
るため、自主判断により、取締役会については３分の１以上を独立性の高い社外取締役で構成しております。

　また、監査役会は、会計の分野をはじめ多岐にわたる専門的知見を有する社外監査役と常勤監査役とで構成しております。

　当社は、このような取締役会及び監査役会からなる「監査役会設置会社」としての現体制を基礎とし、迅速な業務執行体制構築のために執行役
員制度を導入するなど、経営の健全性・透明性・迅速性の向上を図っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 第61期定時株主総会を2018年６月14日(木)に開催

その他

株主総会招集通知は、株主総会での対話を充実させることを目的に、コーポレート・ガバ
ナンス・コードをはじめ任意の記載を増やすとともに、図や画像などを用いて、分かりやす
さ、見やすさを基本に、内容の充実に努めました。さらに、株主総会招集通知の発送日の
３営業日前に招集通知のウェブ開示を実施するとともに、発送日においても、株主総会開
催日の15日前に発送いたしました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社は、下記の基本方針、開示方法等を定めております。

１．情報開示の基本方針

　当社は、株主・投資家の皆さまに正確な情報を適時・適切に開示することに
より、当社に対して正しい理解、評価と信頼をいただけるように努めます。株
主・投資家の皆さまの投資判断に影響を与える決定事項、発生事項、決算に
関する情報等が発生した場合、金融商品取引法及び東京証券取引所が定め
る適時開示規則等に基づく情報開示を行います。

　また、適時開示規則等に該当しない情報であっても、株主・投資家の皆さま
に当社をご理解いただくために必要と判断される情報につきましては、公平
性、継続性に留意し、迅速かつ積極的な情報開示に努めます。

２．情報の開示方法

　東京証券取引所が定める適時開示規則に該当する重要情報の開示は、同
取引所の提供する適時開示情報伝達システム（ＴＤnet）に登録して公開しま
す。ＴＤnetへの登録の後、報道機関に同一の情報を提供するとともに、当社
ホームページ上に速やかに同一の資料を掲載いたします。

３．業績予想及び将来の予測に関する事項

　開示資料における、当社の計画、将来の見通し、戦略等のうち、過去又は現
在の事実に関するもの以外は、将来の業績に関する見通しであり、これらは現
時点で入手可能な情報による当社の判断及び仮定に基づいております。

　従って、実際の業績は、様々なリスクや不確定要素及び経済情勢や市場動
向の変化等の外的要因によってこれらと大きく異なる結果になる場合がありま
す。

４．沈黙期間

　当社は決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、四半期決算を含む
各決算期日の２週間前から決算発表日までを沈黙期間としております。この沈
黙期間中は、決算に関する質問への回答やコメントを差し控えさせていただき
ますのでご了承ください。ただし、この沈黙期間中に従来の業績予想から大き
く変化する見通しとなった場合には、適時開示規則等に従い、当該情報を開示
してまいります。

なお、当社ホームページにも掲載しております。

（https://www.kamedaseika.co.jp/）

個人投資家向けに定期的説明会を開催
事業内容、業績及び中長期的な経営方針等の説明会は不定期に実施してお
ります。定期開催については今後検討してまいります。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期に１度（第２四半期・本決算時）説明会を開催し、経営環境、業績及び中期
的な経営方針等について説明しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
事業内容、業績及び中長期的な経営方針等の説明会は不定期に実施してお
ります。定期開催については今後検討してまいります。

あり



IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにおいて、決算情報、会社説明会資料、その他開示情報を
適時開示しております。 （https://www.kamedaseika.co.jp/）

IRに関する部署（担当者）の設置

経営企画部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営理念、経営基本方針及び亀田製菓グループ“ミッション・ビジョン”において規定してお
ります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、ＩＳＯ１４００１に基づき、環境保全活動に積極的に取り組んでおります。

また、企業の社会的責任として、社会とともに生きる企業を目指し、プロサッカークラブのア
ルビレックス新潟への支援、新潟市近隣の小学生の工場見学受け入れ等の地域貢献活
動を実施しております。これらの活動の評価については、定期的に取締役会にて議論し、
よりよい企業を目指しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ディスクロージャーポリシーを定め、適時適切な情報開示を行っております。

その他

<ダイバーシティー（女性活躍等）の取り組みについて>

　当社は、女性の取締役１名を選任しており、管理職については14名（管理職比率10.1％）
の女性がおります。また、子会社においても女性の取締役２名を選任しており、管理職につ
いては55名の女性がおります。

　当社は、消費者向けの菓子の製造販売事業を行っており、女性の意見を商品開発、販
売及び品質管理に活かし、更に経営全般にも取り入れていくことが重要であると考え、女
性の活躍できる環境作りに取り組んでおります。

<多様な働き方を支援するための活動（ハッピーリターン制度）>

　当社は2015年11月１日より、「ハッピーリターン制度」（退職者復職登録制度）を導入いた
しました。「ハッピーリターン制度」とは、結婚、妊娠、出産、育児、介護、看護、私傷病、配
偶者の転勤などにより退職した従業員に対し、復職する機会を優先的に設けることにより、
多様な働き方を支援することを目的とした制度であります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（内部統制システムについての基本的な考え方）

　当社は取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するた
めの体制、いわゆる「内部統制システム構築に関する基本方針」を決議しております。

　この基本方針に従い、当社は食品企業として食の安全・安心を確保することを最優先に位置づけるとともに、事業活動の結果を適正に財務報告
へ反映すべく、内部統制システムを整備・維持改善することとしております。

　

（内部統制システムについての整備の状況及びリスク管理体制の状況）

１．コンプライアンス体制

　・当社及び国内子会社において「亀田製菓グループ行動規範」を制定し、役職員に「コンプライアンスガイドブック」を配付し、コンプライアンス意識
の高い行動につなげるよう、周知・徹底を図っております。

　・「亀田製菓グループ行動規範」を役職員にとってより身近なものにするため『７つのキーワード』を設定し、職場での掲示や唱和により、コンプラ
イアンス意識の浸透を図っております。

　・コンプライアンス委員会を定期的に開催し、「亀田製菓グループコンプライアンス規程」に基づき、当社及びグループ各社のコンプライアンスに
関する課題の把握と、その対応策を決定するとともに、万一重要な法令違反が発生し、或いは発生の恐れがある場合に、速やかに調査・是正・勧
告等の措置を実施できる体制をとっております。

　・法令違反・不正行為等の未然防止・早期発見を目的として、外部の法律事務所を通報・相談窓口として内部通報制度「もしもしほっと」を設置
し、「コンプライアンスガイドブック」により従業員へ周知しております。通報・相談に関しては、直ちに当社の代表取締役社長COOに報告され、関連
部署が責任を持って事実確認など調査を実施し、亀田製菓グループコンプライアンス委員会へ報告を行うとともに、調査結果に基づき、代表取締
役社長COO又は担当取締役が必要な措置を決定しております。

　また、「亀田製菓グループ公益通報者保護規程」により通報者が不利益な扱いを受けない旨を規定しております。

２．リスク管理体制

　・リスク管理への対応については当社のリスク管理委員会が中心となって行っております。同委員会を原則として四半期に１回以上開催し、「亀
田製菓グループリスク管理規程」に基づき、当社及びグループ各社の事業活動を継続するにあたって、経営に対し重大な影響を及ぼすと想定され
るリスクの予見と未然防止策の検討を行うとともに、外部専門家を講師とする「危機管理セミナー」を開催し、役職員の危機対応への意識向上にも
努めております。また、万一、係るリスクが現実のものとして顕在化した場合には、直ちに危機対策本部を設置し、「危機管理マニュアル」に定めら
れた手順に沿って迅速に適切な対応と情報開示を行うこととしております。

　・品質リスク管理については、「亀田製菓グループ品質保証管理規程」に基づき、当社の品質保証委員会が中心となって品質保証体制の強化を
推進しております。同委員会を原則として四半期に１回以上開催し、品質保証上の基本政策の審議や、品質安全確保の上での課題提起並びに改
善結果の有効性確認などを行っております。さらに、グループ各社における品質保証体制の強化を目的に、グループ品質保証担当者会議を開催
し、グループ各社の課題の把握とその対応策の検討を行っております。なお、食品の安全を高いレベルで確保するための取り組みとして、グルー
プ内の各工場において「FSSC22000」（食品安全マネジメントシステムの国際規格）の取得を推進しております。

　・情報セキュリティリスクについては、情報の適切な保存・管理に向けた「文書保存規程」「個人情報保護管理規則」「亀田製菓グループ情報管理
規程」「亀田製菓グループ情報システム規程」など各種規程を整備しております。また、情報管理に関する啓発活動を実施する等、不適切な情報
管理及び機密情報流出の未然防止に向けた取り組みを行っております。

３．取締役の職務執行

　・当社は、「取締役会規則」に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確化しております。取締役会では、経営戦略及び
予算の策定、設備投資その他の経営に関する重要事項を審議した他、当社及びグループ各社の月次経営成績の報告、経営目標の達成状況・経
営課題及び対応策の確認を行う等、活発な議論を行っております。

　・取締役会は、健全で透明性の高い経営が実現できるよう、独立性の高い社外取締役が過半数を占める構成となっており、「職務権限規程」に
基づいて効率的な意思決定を行っております。また、経営会議を原則として週１回開催し、業務執行の重要な案件を取締役（社外取締役を除く）と
常務執行役員とで審議・決定しております。さらに、経営情報共有会議を同じく原則として週1回開催し、重要な情報を執行役員及び各部門長とで
共有し、課題の抽出・確認をするとともに、取締役（社外取締役を除く）が業務執行のモニタリングを行っております。

４．監査役の職務執行

　・監査役は、取締役会の他、常勤監査役においては経営会議、経営情報共有会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議体に出席し、内部統
制システムの整備・運用状況を確認しております。

　・監査役は、内部監査を担当する部門及び会計監査人等と定期的に情報・意見を交換する場を設ける他、合同での往査を行う等により、実効的
な三様監査を実施しております。また、監査役は、代表取締役との意見交換会も定期的に実施し、往査での気付き事項や経営課題全般について
討議しております。

　・監査役会の直轄下に、監査役の職務を補助する専任のスタッフを1名配置し、取締役からの独立性を確保しております。

５．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

　・子会社の経営管理については、当社の子会社を管理する部門が、子会社の経営管理及び指導を行うとともに、「亀田製菓グループ会社管理規
程」に基づき、子会社の業務執行の重要度に応じて、当社の経営会議、取締役会の審議を経る体制を整備しております。

　・当社の代表取締役CEO、代表取締役COO以下、社外役員を除く取締役及び監査役などとグループ各社の社長とで構成する「グループ経営会
議」において、グループ各社から業務執行状況の報告を受ける他、内部統制の強化等グループ共通の課題についての討議を行っております。

　・当社の内部監査を担当する部門は、子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応した効率的なモニタリングを常勤監査役と連携
して実施しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】

　社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、いかなる場合でも経済的利益の供与や不当な要求の受け入れを行わないこととし、
すべての役員及び従業員に周知・徹底しております。

　また、反社会的勢力との直接的・間接的な取引を防止するため、必要な体制を整備・運用しております。

【反社会的勢力排除に向けた整備状況】

　当社の社会的責任は食品企業としてお客様に安全・安心でおいしい商品を召し上がっていただくことにあります。当社はこの責任を果たすため



「亀田製菓グループ行動規範」を制定し、役員・従業員の職務の遂行における判断基準として周知・徹底を図っており、反社会的勢力には屈せず、
毅然とした態度で臨むことを規定しております。また、反社会的勢力との直接的・間接的な取引を防止するため、「亀田製菓グループリスク管理規
程」において、反社会的勢力と関わることがないよう新規取引の際には信用調査を実施することを規定しております。さらに、公的機関及び顧問弁
護士との連携を随時取れる体制を確保しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社は、当初2007年４月21日開催の取締役会決議により「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入し、直近では2016
年６月17日開催の第59期定時株主総会において承認を得て、継続しております（以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます）。

　 本プランでは、当社株式に対し20％以上の大規模買付行為を行おうとする者（以下、「大規模買付者」といいます。）が、大規模買付行為実施前

に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール（以下、「大規模買付ルール」）を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆
様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、さらには当社株主の皆様が当社取締役会
の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。また、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされるこ
とを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、社外取締役及び社外監査役で構成される独立委員会を設置しております。大規模買
付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、原則として対抗措置を講じません。ただし、大規模買付ルールを遵守しない場
合や、遵守している場合であっても、当該買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合
には、例外的に、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性を十分検討した上で、また、必要に応じて株主総会を開催し、株
主の皆様の承認を得た上で、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。

　 本プランの有効期間は３年間（2019年６月に開催される定時株主総会終結の時まで）といたしました。なお、上記内容の詳細につきましては、当

社のホームページからご覧いただくことができます。（https://www.kamedaseika.co.jp/）

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、下記のとおりであります。

１．適時開示に係る当社の基本姿勢

　当社では、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために、必要な会社情報を適時適切に開示することを、コーポレート・ガバナンスの一
環として位置付けております。これを実践するために、迅速に開示を行う体制を構築しております。

２．適時開示に係る社内体制

　当社は経営企画部を責任部署として、以下の体制により情報開示を行っております。

（a）決定事実に関する情報

　 当社においては、決定事実に該当する重要な事項については、取締役会又は経営会議で決定が行われます。従って、決定事実については、責

任部署である経営企画部が全て把握する体制となっております。

（b）発生事実に関する情報

　該当事実が発生した場合、情報は経営企画部に速やかに報告される仕組みとなっております。経営企画部は、該当事実を適時開示ハンドブック
等の取引所の定めるルールに照らして検討し、開示が必要なものについては、直ちに開示資料を作成するとともに、情報開示担当執行役員（経営
企画部長）の承認を得て開示いたします。

（c）決算に関する情報

　 経理部を中心として経営企画部と共同で、決算開示資料（決算短信、四半期決算短信）を作成し、取締役会又は経営会議の承認を得て、開示

いたします。




